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北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

平成２９年２月１７日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第６号

北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一

部を改正する規則

北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和４７年北

九州市規則第２７号）の一部を次のように改正する。

別表第１の北九州市障害者スポーツセンターの項中「大スタジオ」を「スタ

ジオ１」に、「及び木曜日の正午から午後９時まで」を「、木曜日の正午から

午後９時まで及び土曜日の午前９時から正午まで」に、「小スタジオ」を「ス

タジオ２」に改める。

付 則

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。
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北九州市告示第５３号

平成２９年２月北九州市恒見財産区議会定例会を次のとおり招集する。

  平成２９年２月１７日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 期日 平成２９年２月２８日

２ 場所 恒見集会所会議室（北九州市門司区恒見町２１番１号）
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北九州市告示第５４号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成２９年２月１７日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 

変更

前後

の別 

区域変更の区間 
幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

５１１ 浅野１ 

号線 

前 北九州市小倉北区浅野三丁

目２番７５４地先から 

北九州市小倉北区浅野三丁

目２番６８１地先まで 

25.0 54.4

後 北九州市小倉北区浅野三丁

目２番７５４地先から 

北九州市小倉北区浅野三丁

目２番６８１まで 

32.6

～

38.9

54.4
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北九州市告示第５５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと 

おり道路の供用を開始する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成２９年２月１７日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 供用開始の区間 供用開始の期日 

５１１ 浅野１号

線 

北九州市小倉北区浅野三丁

目２番７５４地先から 

北九州市小倉北区浅野三丁

目２番６８１まで 

平成２９年２月１７日 
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北九州市公告第１３２号 

 都市公園の供用を開始するので、都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第

２条の２の規定により、次のとおり公告する。 

平成２９年２月１７日 

                  北九州市長 北 橋 健 治   

１ 供用を開始する都市公園の名称、位置及び区域 

公園番号   名   称    位   置    区   域  

４７９４ 北九州市立浅野町

緑地 

北九州市小倉北区

浅野三丁目７番 

北九州市小倉北区

浅野三丁目７番の

一部 

２ 供用開始の期日 

  平成２９年２月１７日 

なお、供用開始に係る区域を示す図面を、北九州市建設局公園緑地部公園

管理課において公告の日から２週間一般の縦覧に供する。 
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